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■対象・方法 
   1)山形県鶴岡地域（鶴岡市・三川町）、2)千葉県柏地域（柏市・我孫子市・流山市）、 3)静岡県浜松地
域（浜松市）、 4)長崎県長崎地域 （長崎市）に おいて、層化二階無作為抽出法により抽出された40歳
以上79歳以下の住民： 各地域2000人、合計8000人を対象とする郵送調査 

Yamagishi A, Morita T, Miyashita M, Yoshida S, Akizuki N, Shirahige Y, Akiyama M, Eguchi K. Preferred place of care and place of death of the general public and cancer patients in Japan. Support Care Cancer,2010 

  がんで痛みがあるときに、過ごしたい場所 

 調査対象となった地域は、都市構造、緩和ケア・在宅医療の整備状態も大きく異なるが、市民の希
望する療養場所は大きな違いが見られなかった。 ※ 鶴岡地域には緩和ケア病棟・ホスピスが存在
しないことに注意 
  療養場所として自宅を希望する者では、自宅以外を希望する者と比較して、年齢が若く、「苦痛を十
分にやわらげられることはできない」、「急な変化があったときや夜間に、対応できない」、「家族への負
担が大きい」、「お金がかかる」との心配の頻度が有意に少なかった。 

①療養場所に関する希望について 



■対象・方法 
 1)山形県鶴岡地域（鶴岡市・三川町）、2)千葉県柏地域（柏市・我孫子市・流山市）、 3)静岡県浜松地域
（浜松市）、 4)長崎県長崎地域 （長崎市）に おいて、層化二階無作為抽出法により抽出された40歳以
上79歳以下の住民： 各地域2000人、合計8000人を対象とする郵送調査 

Yamagishi A, Morita T, Miyashita M, Yoshida S, Akizuki N, Shirahige Y, Akiyama M, Eguchi K. Preferred place of care and place of death of the general public and cancer patients in Japan. Support Care Cancer,2010 

痛みはないが、介護が必要なときに過ごしたい場所 

 調査対象となった地域は、都市構造、緩和ケア・在宅医療の整備状態も大きく異なるが、市民の希
望する療養場所は大きな違いは見られなかった。 ※ 鶴岡地域には緩和ケア病棟・ホスピスが存在
しないことに注意 
 療養場所として自宅を希望する者では、自宅以外を希望する者と比較して、男性が多く、「急な変化
があったときや夜間に、対応できない」、「家族への負担が大きい」との心配の頻度が有意に少なかっ
た。 
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70歳   男性   １人暮らし  進行大腸がん  腸閉塞 中心静脈栄養    
  医療用麻薬使用：退院直前にデュロテップパッチ（がん性疼痛のためのパッチ剤）に変更      

 ○ 状態が不安定な退院直後は、疼痛コントロールや医療的ケアの指導等により、頻回な訪問を要するが、
経過とともに徐々に落ち着いてくると、訪問頻度も少なくなる。   

月 火 水 木 金 土 日 提供する在宅医療・訪問看護等の内容 

１
Ｗ 

訪問診療 ● ● ● ○全身状態のアセスメント    ○疼痛モニタリング     
○療養環境の整備        ○ケアマネジャーとケア方針の相談 
○医療的ケアの手技指導（ＩＶＨ管理、デュロテップパッチの交換方法、
レスキュードーズ（臨時追加投与薬）の使い方指導） 

訪問看護 ● ● ● ● ● ● ● 

訪問介護 ● ● 

２
Ｗ 

訪問診療 ● ● ● ○全身状態のアセスメント    ○疼痛モニタリング    
○療養環境の整備       
○ケアチームの編成 ・服薬管理→訪問薬剤師へ紹介  
○医療的ケアの手技指導（ＩＶＨ管理、デュロテップパッチの交換方法、
レスキュードーズの使い方指導） 

訪問看護 ● ● ● ● 

訪問介護 ● ● ● 

３
Ｗ 

訪問診療 ● ● ● ○全身状態のアセスメント     ○疼痛モニタリング      
○療養環境の整備  
○医療的ケアの手技指導（ＩＶＨ管理、デュロテップパッチの交換方法、
レスキュードーズの使い 方指導） 
セルフケア可能でご本人の自信も出てきたことから、週2回の訪問に減
らす。 

訪問看護 ● ● ● 

訪問介護 ● ● ● ● 

４
Ｗ 

訪問診療 ● ● 

訪問看護 ● ● ● 

訪問介護 ● ● ● ● 

 退院直後の在宅医療・介護の例（がん） 

         75歳 男性 脳梗塞後右半身マヒ 糖尿病（内服薬からインシュリン注射に変更） Ⅱ度の褥瘡  

  妻72歳と２人暮らし（妻はリウマチで、手首変形） 

     

 ○状態が不安定な退院直後は、医療的ケアの指導等により、頻回な訪問を要するが、経過とともに徐々

に落ち着いてくると、訪問頻度も少なくなる。   

 退院直後の在宅医療・介護の例（非がん） 

月 火 水 木 金 土 日 提供する在宅医療・訪問看護等の内容 

１
Ｗ 

訪問診療 ● ● ● ○全身状態のアセスメント       
○血糖値モニタリング              
○褥瘡処置                
○食事指導                   
○ケアマネジャーとケア方針の相談 

○医療的ケアの手技指導
（インシュリ ン注射） 
○療養環境の整備  
 

訪問看護 ● ● ● ● ● ● ● 

訪問介護 ● ● ● 

２
Ｗ 

訪問診療 ● ● ● 
○全身状態のアセスメント   
○血糖値モニタリング（新たな食生活と薬物量の兼ね合い）  
○医療的ケアの手技指導（インシュリン注射）            
○褥瘡処置 
○ケアチームの編成 
 ・服薬管理→訪問薬剤師へ紹介   ・リハビリ→訪問リハへ紹介    
  ・口腔ケア・誤嚥性肺炎の予防→ 訪問歯科医・歯科衛生士へ紹介 
 ・食事の準備→ヘルパーと宅配との組み合わせ；カロリーや栄養   
  バランスについて説明   
 ・入浴→訪問入浴の看護師へ褥瘡の処置について説明 

訪問看護 ● ● ● ● 

訪問介護 ● ● ● ● 

３
Ｗ 

訪問診療 ● ● ● ○全身状態のアセスメント    ○褥瘡処置 
○血糖値モニタリング（新たな食生活と薬物量の兼ね合い）    
○妻の介護負担の評価（症状との兼ね合い・継続可能かどうか） 
○編成されたケアチームメンバーとの方針・情報共有、主治医への報告 

訪問看護 ● ● ● 

訪問介護 ● ● ● ● 

４
Ｗ 

訪問診療 ● ● ○全身状態のアセスメント       
○血糖値モニタリング      ○褥瘡処置 
○インシュリン等の手技もマスターし、褥瘡も快方に向かい、 
  ケアチームが編成されたため、週３回の訪問に減らす。 

訪問看護 ● ● ● 

訪問介護 ● ● ● ● 
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同居 

家族・親族 

現行の家族介護者支援制度 

■啓発・普及、情報提供 
 ・介護知識・技術習得等の家族介護教室 
 ・認知症高齢者の見守り体制の構築 
 ・家族介護者のヘルスチェック、交流会等 

■相談・支援 
 ・地域包括支援センターにおける総合相談 

■レスパイトケア 
 ・デイサービス、ショートステイ 
   ※平成24年４月の介護報酬改定により、デイサービスにおける長時間のサービス提供 
    をより評価、ショートステイにおける緊急利用者の受け入れ加算を創設 

■仕事と介護の両立支援 
 ・介護休業制度、介護休暇制度、介護のための勤務時間の短縮等の措置 

主な介護者の状況 

●要介護者等からみた主な介護者の続柄 → 主な介護者は同居の親族が中心  
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●同居介護者の状況 → 同居介護者は男性より女性が多いが、男性の割合が増加している。 
                    同居介護者は、男女ともに50歳代以上の割合が高い。 

（厚生労働省「国民生活基礎調査」より作成） 
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②家族介護を支援する制度等について 

平成16年 



③介護休業制度の実態、問題点について 

  

 ○   育児・介護休業法の取得率は低いが、仕事と介護の両立の促進のために必要
な勤務先による支援については、出社・退社時刻を自分の都合で変えられる仕組
みや、残業をなくす/減らす仕組みを求める労働者の割合が大きい。 

  

【介護休業制度】 
 労働者は、事業主に申し出ることにより、対象家族１人につき、要介護状態にいたるごとに１回、通
算して９３日まで介護休業を取得することができる。 

【介護休暇制度】 
 要介護状態にある対象家族の介護その他の世話（※）を行う労働者は、事業主に申し出ることに
より、要介護状態にある対象家族が１人の場合は年５日、２人以上の場合は年10日を限度として、
介護休暇を取得することができる。 
  ※ その他の世話とは、通院等の付添い、介護サービスの提供を受けるために必要な手続きの代行等 
  ※ 平成22年度の法改正により、新たに規定された制度 

【介護のための勤務時間の短縮等の措置】 
 事業主は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者について、就業しつつ対象家族の介護を行うこと
を容易にする措置として、対象家族１人につき、介護休業をした日数と合わせて少なくとも93日間利用可能な
勤務時間の短縮等の措置（※）を講じなければならない。 
  ※ ①短時間勤務の制度②フレックスタイム制③始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ④労働者が利用する介護 

   サービスの費用の助成その他これに準ずる制度のいずれかの措置 

  

 ○ 育児・介護休業法に基づく仕事と介護の両立のための主な制度の概要は、次
のとおり。 

 ○ このうち、介護休業制度は、家族介護を行う労働者が就業を継続するため、 
   少なく とも介護に関する長期的な方針（介護保険制度の利用等）を決めるまでの

間、休業できるようにすることを目的としている。 

  

【介護休業制度の規定整備状況】 

5人以上 30人以上
平成17年度 55.6% 81.4%
平成20年度 61.7% 85.5%

事業所規模 男女計 男性 女性
平成17年度 0.04% 0.02% 0.08%
平成20年度 0.06% 0.03% 0.11%

【介護休業取得率】 

※常用労働者に占める割合 

出典：雇用均等基本調査（厚生労働省） 
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介護サービス利用費用の助成

介護休業からの復職に当たっての支援

介護休業制度の取得上限回数の引上げ

介護休業の取得上限日数の引上げ

介護休業制度の対象となる雇用条件の拡大

介護休業制度の対象となる要介護者の範囲拡大

勤務先の一般社員に対する仕事と介護の両立に関する意識啓発

勤務先の経営者・管理職に対する仕事と介護の両立に関する意識啓発

介護を理由とした退職者の登録・再雇用の仕組み

１日単位の介護休暇の仕組み

失効した有給休暇を家族介護に充てるための積立休暇の仕組み

在宅勤務の仕組み

出社・退社時刻を自分の都合で変えられる仕組み

所定労働時間を短くする仕組み

所定労働日数を短くする仕組み

深夜業（午後10時～午前５時）をなくす/減らす仕組み

残業をなくす/減らす仕組み （％）

出典：「平成21年度仕事と介護の両立に関する実態把握のための調査」みずほ情報総研株式会社 

【（仕事と介護の）両立促進のために必要な勤務先による支援】 
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④予防に関する事業等ついて 



8 



9 

緩和ケア病棟入院料届出受理施設 平均在院日数の推移（年度別） 
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資料出所：日本ホスピス緩和ケア協会調べ 

資料出所：社会保障に係る給付費等の将来推計(平成23年6月2日、社会保障改革に関する集中検討会議(第10回)参考資料) 
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⑤緩和ケア等の療養期間について 

⑥在宅医療の見込みについて 
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